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三沢市ソフトボール協会規約 
 

第１章 総則 

  （総則） 

第１条 本協会は、三沢市ソフトボール協会と称し、兼ねて青森県ソフトボール協

会三沢支部（以下「支部」という。）の事務も所掌する。 

２ 事務局は理事長が指定する。 

  （目的） 

第２条 本協会の目的は次のとおり。  

 (1) ソフトボール競技を普及させる。 

 (2) 指導者を育成し、技術の向上に努める。 

 (3) 地域スポーツの発展に寄与する。 

 (4) 会員相互の親睦及び協調に務める。 

  （運営の原則） 

第３条 本協会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事

業を行わない。 

２ 本協会は、これを特定の政党のために利用しない。 

３ 本協会は、余剰金の分配を行うことができない。 

４ 本協会は、三沢市ソフトボール協会規約のほか、三沢市ソフトボール協会内規

（以下「三ソ協内規」という。）による。 

  （事業） 

第４条 本協会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (1) ソフトボール競技普及のための各種大会の開催 

 (2) 指導者育成及び技術力向上のための講習会等の実施 

 (3) 公認審判員及び公式記録員の養成 

 (4) その他目的達成に必要な事業の実施 

（事業年度） 

第５条 本協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

   

 

 



（組織） 

第６条 本協会は、三沢市内及び近傍に在住または勤務するソフトボール愛好者を

もって組織する。（米軍関係者をも含む。） 

  （構成） 

第７条 本協会の構成は、会長、副会長、監事、理事長、副理事長、理事及び事務局

（会計を含む。）で構成する。（別紙第１のとおり。） 

  （専門委員会） 

第８条 本協会に、総務委員会、審判委員会、記録委員会、技術委員会、指導者委

員会、広報委員会及び普及委員会の専門委員会を設置する。  

 

第２章 会員 

  （会員） 

第９条 本協会の会員は、第６条及び第10条による者でなければならない。 

  （加入） 

第10条 本協会に加入希望の個人及びチームは、加入申込書（別紙様式第１）に会

費を 添えて申し込まなければならない。 

２ 登録手続きについては、別に定める。（三ソ協内規第１号） 

  （脱退） 

第11条 本協会の脱退は任意とし、会員の資格を失う以外の場合には、脱退届（別

紙様式第２）または口頭により申し出るものとする。 

  （除名） 

第12条 本協会の規約に違反し若しくは本会の決議に違反し、著しく名誉を傷つけ

た場合においては、総会に諮り除名することができる。 

 

第３章 役員等 

 （役員の種類及び員数） 

第13条 本協会に次の役員を置く。ただし、代理人または兼務する場合もある。 

 (1) 会 長  １名 

 (2)  副会長  ２名以内 

 (3)  監 事    ２名 

 (4)  理 事  理事長１名、副理事長２名、各専門委員長 



（役員の選任） 

第14条 会長、副会長及び監事は、総会により選任する。 

２ 理事は、各専門委員会の長及び会長が指名した者とする。 

３ 理事長及び副理事長は、理事会で選任するものとする。 

 （役員の任期） 

第15条 役員及び監事の任期は２年とし、選任された事業年度の翌々事業年度に関

する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。 

２ 理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は

辞任により退任した後は、理事会において新たに選任する。 

  （理事の職務及び権限） 

第16条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。 

３ 理事長は会長、副会長を補佐し、会長の指示を受け会務を処理する。 

４ 副理事長は理事を補佐し、理事長不在の場合にはその職務を代行する。 

 （監事の職務及び権限） 

第17条 監事は、次に挙げる職務を行う。 

２ 理事の職務の執行を監査し、会計監査を行う。 

３ 本協会の業務及び財産の状況を調査すること並びに各事業年度に係る計算書類

及び事業報告等を監査すること。 

４ 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、又

は法令若しくは本規約に違反する事実、その他不当な事実があると認めるときは、

その旨を理事会に報告すること。 

（顧問） 

第18条 本協会の顧問は、会長が委任することができる。ただし、委任した場合に

おいては総会で報告するものとする。 

 （役員の報酬等） 

第19条 役員及び顧問は、無報酬とする。ただし、会員の資格を有しない監事には、

報酬を支給することができることとする。なお、報酬の額は理事会において決定

する。 

 

 



第４章 専門委員会 

  （専門委員会） 

第20条 第８条に定める専門委員会の長は、理事会により選出し会長が委嘱する。 

２ 専門委員会は、副委員長を選任することができる。 

  （職務分掌） 

第21条 各専門委員会の職務分掌は、別に定める。（別紙第２のとおり。） 

 

第５章 会議 

  （会議） 

第22条 本協会の会議は、総会、臨時総会及び理事会とし、会長が召集し会議の議

長となる。なお、事務局は全ての会議に出席するものとする。 

  （総会） 

第23条 総会は、出席会員をもって構成する。 

２ 総会は、年一回出席会員の参加をもって行う。なお、個人及びチーム代表者に

総会の権限を有する。 

３ 臨時総会は、会員の５分の１以上の者が会議の目的を示し、請求があった場合

に行う。 

  （総会の権限） 

第24条 総会に付議する事項は次のとおりとする。 

 (1) 予算及び決算の審議  

 (2) 規約の改廃 

 (3)  事業の審議 

 (4)  役員の改選 

 (5)  会費、登録料、参加料の決定（以下「負担金」という。） 

(6) 解散及び残余財産の処分 

(7) 合併及び事業の全部又は一部の譲渡 

(8) 理事会において総会に付議した事項 

(9) その他 

（総会の議決） 

第25条 会議の議決は、出席会員の３分の２以上をもって可決することができる。 

 



  （理事会） 

第26条 理事会は全ての理事をもって構成し、会長が必要と認めた場合または理事

の３分の１以上の者が、会議の目的を示し請求があった場合に行う。 

２ この規約に定めのないものは、理事会において審議決定する。 

  （理事会の議決） 

第27条 会議の議決は、出席者の過半数をもって可決し、可否同数の場合は議長が

これを決定する。 

 

第６章 会計及び財産 

  （会計） 

第28条 本協会の会計は、次に挙げるものをもって構成する。 

(1) 財産目録に記載された財産 

(2) 負担金 

(3) 協賛金及び寄付金 

(4) 事業に伴う収入 

(5) 資産から生じる収入 

(6) その他の収入 

２ 本協会の経費は、前項の収入をもってこれに充てる。 

３ 負担金の額は別に定める。（三ソ協内規第２号） 

 （財産の管理及び運用） 

第29条 本協会の財産の管理及び運用は事務局が行うものとし、２人以上で確認・

報告をする。 

２ 毎事業年度の決算時に、監事２名の監査報告を受ける。 

 

第７章 管理 

  （事務局） 

第30条 本協会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び会計を置く。 

２ 事務局長及び会計は、理事会で選出し会長が委嘱する。 

３ 事務局に各団体選出の連絡調整担当者として、事務局員若干名を置く。 

４ 事務局及び会計の職務分掌は別に定める。（別紙第３のとおり。） 

５ 事務局に次の簿冊を置く。 



 (1) 規約綴 

 (2)  会員名簿 

(3)  理事及び監事の名簿 

(4)  理事会及び総会の議事に関する書類 

(5)  事業計画書等 

(6)  会計出納簿 

 (7) 監査報告書 

 (8) 文書綴 

 (9)  備品綴 

 

第８章 情報公開及び個人情報の管理 

（情報公開） 

第31条 本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況・運営内容・

各種事業案内等を積極的に公開するものとする。 

２ 情報公開に関し必要な事項は、理事会において別に定める。 

  （個人情報の管理） 

第32条 本協会は、業務上知り得た個人情報の管理に万全を期するものとする。 

２ 個人情報の管理に関し必要な事項は、理事会において別に定める。 

 

第９章 規約の変更及び解散 

 （規約の変更） 

第33条 本規約は、総会において出席会員の３分の２以上の議決により変更するこ

とができる。 

 （合併等） 

第34条 本協会は、総会において出席会員の３分の２以上の議決により、他の類似

団体との合併及び事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。 

 （解散） 

第35条 本協会は、総会において出席会員の３分の２以上の議決により解散するこ

とができる。 

 

 



第１０章 補則 

  （補則） 

第36条 本協会で主催及び主管する東北大会以上の大会等を開催する場合には、理

事会の承認を得た後、準備委員会または実行委員会を設置することができる。 

   （支部役員） 

第37条 支部役員は次のとおりとする。（別紙第４のとおり。） 

 (1) 本協会の会長は、支部長となり青森県ソフトボール協会（以下「県協会」と

いう。）の副会長となる。 

 (2)  本協会の理事長は、支部理事長となり県協会への派遣理事となる。 

 (3) 本協会の各専門委員長は、支部及び県協会専門委員となる。ただし、県協会

専門委員長または支部長が指名した場合は、この限りではない。 

 (4) 県協会への派遣理事は、理事会において選出し、支部長が委嘱する。 

 (5)  県協会で定める委員会への委員の派遣は、理事会において指名するものとす

る。 

   （派遣役員） 

第38条 三沢市体育協会への派遣役員は、理事会において選任する。 

 

 

 

 

    附則 

 この規約は、平成１２年４月２５日から施行する。 

  改訂履歴 

 １ 三沢市ソフトボール協会規約（昭和５４年４月１日制定）は、廃止する。  

  ２  本規約は、平成１２年４月２５日から施行する。 

  ３ 本規約の一部を改正し、平成１８年４月 １日から施行する。 

  ４ 本規約の一部を改正し、平成２０年４月２３日から施行する。 

  ５ 本規約の一部を改正し、平成２６年４月 ２日から施行する。 

  ６ 本規約の一部を改正し、平成３０年３月２８日から施行する。 

 ７ 本規約の全部を改正し、令和 ５年４月 ５日から施行する。 
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別紙第１（第７条、第８条関係）

事 務 局
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委員長

別紙第２（第２１条関係）

専　門　委　員　会　の　職　務　分　掌

専門委員会名 職　務　分　掌

総 務 委 員 会 理 事

1　規約に関すること。

2　事業の計画立案及び事業の実施

3　備品の管理

審 判 委 員 会 理 事

1　審判員の育成及び把握

2　本協会事業への参加

3　県協会要請による支援

4　ルール等の解釈及び会員への伝達

記 録 委 員 会 理 事

1　記録員の育成及び把握

2　本協会事業への参加

3　県協会要請による支援

4　ルール等の解釈及び会員への伝達

指 導 者 委 員 会 理 事
1　指導者の育成及び把握

2　指導法の研究（ルール等の解釈も含む。）

広 報 委 員 会 理 事

1　本協会発展に関する広報活動

技 術 委 員 会 理 事

1　ソフトボール競技の技術向上のための研究指導

2　本協会事業への参加

3　ルール等の解釈及び会員への伝達

2　本協会事業の積極的広報活動

3　褒賞者の選考

普 及 委 員 会 理 事
1　ソフトボール競技の普及活動

2　若年競技者の育成活動



事 務 局 員 理事会に参加

別紙第３（第３０条関係）

事　務　局　等　の　職　務　分　掌

担当者（員） 職　務　分　掌

各団体と事務局との連絡調整の実施

1　運営費等の出納

2　金銭出納簿の記帳並びに本協会保有の金銭の保管会 計 理事会に参加

3　予算案及び決算報告書の作成に関すること

2　総会、理事会等の準備
事 務 局 長 理事会に参加

3　関係文書等の伝達及び簿冊等の保管

4　本協会事業び主管大会の調整、準備及び撤収等の実施

1　県協会、三沢市体育協会との事務手続き等の実施
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　　この度、一身上の事由により三沢市ソフトボール協会を脱退いたします。

　　脱退年月日　　令和　　年　　月　　日

脱退者名又は代表者名　　　　　　　　　　　　　印

　　注：用紙サイズは、適宜

　　三沢市ソフトボール協会会長　殿

　　三沢市ソフトボール協会会長　殿

加入者（団体）名：（団体の場合、別紙名簿を添付）

　　私（達）は、三沢市ソフトボール協会規約に則り会員としての自覚をもち行動

　　することを誓います。

　　加入年月日　　令和　　年　　月　　日

加入者名又は代表者名　　　　　　　　　　　　　印

別紙様式第１（第１０条関係）

三沢市ソフトボール協会加入者申込書

　　注：用紙サイズは、適宜

別紙様式第２（第１１条関係）

脱　　　　退　　　　届



三沢市ソフトボール協会

三沢市ソフトボール協会

内　　規



三ソ協内規第１号

【登録手続きに関する内規】

第１　この内規は、規約第１０条の規定に基づき登録手続きの細部を定める。

第２　日本ソフトボール協会登録を行う団体（チーム）は、本協会（支部）登録

　 を必ず行うものとする。

第３　日本ソフトボール協会登録を行わない団体（チーム）も、同様の手続きを

　 行うものとする。ただし、三沢市代表として出場するチームはこの限りでは

　 ない。

　４　この内規は、令和　５年４月　５日から施行する。

　２　この内規は、平成１８年４月　１日から施行する。

　３　この内規は、平成２６年４月　２日から施行する。

第４　本協会（支部）登録は、日本ソフトボール協会登録用紙の控または複写し

　 たものをもって行うものとする。

第５　本協会（支部）登録は団体及び個人により、年度会員名簿を作成する。

　　　附則

　１　この内規は、平成１２年４月２５日から施行する。
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団 体 負 担 金

第３　本協会脱退の際、負担金の返納は行わない。

　　　附則

三ソ協内規第２号

　１　この内規は、平成１２年４月２５日から施行する。

　２　この内規は、平成１８年４月　１日から施行する。

  ５，０００円

　２０，０００円

  ５，０００円 本協会の登録団体

※個人負担金を収めている者は免除す
る。

第２　負担金の額は、次の表のとおりとする。

負　担　金 備　　考

２０，０００円

１０．０００円

　３　この内規は、平成２６年４月　２日から施行する。

　４　この内規は、令和　５年４月　５日から施行する。

参 加 料

【負担金の額を定める内規】

第１　この内規は、規約２８条の規定に基づき負担金等の額を定める。

 １０，０００円 上記以外の団体

  ５，０００円

  ５，０００円

  １，０００円

  １，０００円



三ソ協内規第３号

【褒賞基準に関する内規】

第１　本協会は、ソフトボール協会内における会員の競技活動の高揚をはかるため、

　　各種大会において優秀な成績を残した者、並びに競技活動に対して著しく活躍

　　認められたもの。

　　した者等への功績を讃え、褒賞を行うものとする。

第２　本協会の褒賞については、次に挙げるものとする。

　１　最優秀選手賞

　　　すべての会員の中からより優れた成績を残した者で、理事会により妥当と認め

　　　すべての会員の中から、協会や競技の発展・普及において極めて顕著な功績

　３　会長賞

　４　特別賞

　　られた者に授与する。

　２　優秀選手賞

　 　 各チームより一人選出。チームでの参加大会において優秀な成績を残した者

　　または競技活動に対して、著く活躍した者やチームに貢献した者などで、監督

　　の推薦を受けた者。

　　を残した者、またはこれからの活躍に期待できる者などで、会長により妥当と

　　　すべての会員の中から、協会や競技の発展・普及において極めて顕著な功績

　　を残した者等、理事会により妥当と認められたものへ授与することができる。

第３　褒賞の方法は、記念品を授与するものとする。

第４　決定の方法は、理事会において選出・決定するものとする。

第５　選出・褒賞授与の時期は、全ての大会終了時から総会終了時までとする。

　４　この内規は、令和　５年４月　５日から施行する。

　　　附則

　１　この内規は、平成１２年４月２５日から施行する。

　２　この内規は、平成１８年４月　１日から施行する。

　３　この内規は、平成２６年４月　２日から施行する。



第２　役員の負担額については、次のとおり。

　 (1)　県協会役員及び支部負担金

　　　　支部長、常任理事、理事及び支部負担金は、県協会で示す負担額

　 (2)　三沢市体育協会役員負担金

　　　　三沢市体育協会で示す負担額

第３　会員個人の助成金は、次のとおり。

　 (1)　公認審判員、公式記録員等の認定講習会受講料

　 (2)　各種大会等で、協会用務のために受講する講習会等受講料

２　助成額については、各種受講料の半額を支給するものとする。

第４　各種大会参加チームへの激励金は、次のとおり。

　 (1)　全国大会参加チームに対する支援

　 (2)　本協会で三沢市体育協会等への助成金等の請求を行うものとする。

三ソ協内規第４号

【協会負担金、助成金及び激励金の支出に関する内規】

第１　この内規は、県協会及び三沢市体育協会への派遣理事等の負担金、及び

　　個人の各種資格取得や技術の習得に対する講習会の助成金、各種大会への

　　参加チームに対する激励金の支出について定める。

　１　この内規は、平成１２年４月２５日から施行する。

　２　この内規は、平成１８年４月　１日から施行する。

　　　附則

　 (3)　激励金は理事会において決定する。

　３　この内規は、平成２６年４月　２日から施行する。

　４　この内規は、令和　５年４月　５日から施行する。



　３　この内規は、平成２６年４月　２日から施行する。

　　　給する。

　　　附則

　１　この内規は、平成１２年４月２５日から施行する。

　２　この内規は、平成１８年４月　１日から施行する。

　 (2)　宿泊費

　　　　宿泊を必要と認めた場合には、一泊につき１０，０００円を限度として支

第３　日当

　 　 一日あたり、１，０００円とする。

　 (1)　現に支払う旅客運賃及び特急料金

三ソ協内規第５号

【旅費及び宿泊費並びに日当の支給に関する内規】

第１　この内規は、役員等が協会用務のため参加する協会員に対し旅費、宿泊費及

　　び日当の支給について定める。

第２　旅費及び宿泊費の支払い。



　３　この内規は、平成２６年４月　２日から施行する。

第５　他ソフトボール協会式典等への参加は、1名に限り会費及び旅費を支出する。

　　　なお、参加できない場合には電報及び祝い金を支出することができる。

第６　この内規に定めのないものは、理事会において審議決定する。

　　　附則

　１　この内規は、平成１２年４月２５日から施行する。

　２　この内規は、平成１８年４月　１日から施行する。

第３　元協会員及び協会関係者の弔意費（祝い金、謝礼を含む。）は、都度事務局

　　を通じて会長が定めるものとする。

　　　なお、事後理事長は、理事会において報告するものとする。

第４　他協会の弔慰金に関しては、副会長及び理事長またはその代理者が参列する

　　場合に、1名に限り５，０００円を限度として支出する。

三ソ協内規第６号

【慶弔等の支出に関する内規】

第１　この内規は、協会員及び協会関係者並びに他協会の慶弔の事由があった場合

　　の支出に関して定める。

第２　現協会員の弔慰金は、１０，０００円以内を支給するものとする。


